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１ 高等学校教育に求められるもの１ 高等学校教育に求められるもの

現在及び次代の国家及び社会 社会情勢・時代の変化

人材の育成 要請 対応

高等学校教育

高校教育改革

制度改革とその運用

学科や課程などの教育内容や履修の仕組みの改革

教育課程の編成・実施

学習指導要領の改訂に伴って進められている教育課程改革

高等学校の再編整備

生徒数の減少の中で進められている再編整備を伴う改革

月刊 高校教育 2008年11月増刊より



２ 制度改革とその運用２ 制度改革とその運用

２－１ 新しいタイプの学校等について２－１ 新しいタイプの学校等について

単位制

制度や ○ 学年による教育課程の区分を設けず、決められた単位を修得すれば卒業が認

特色等 められる高等学校。

○ 昭和６３年度から定時制・通信制課程において導入され、平成５年度からは

全日制課程においても設置が可能。

○ 自分の学習計画に基づいて、自分の興味・関心等に応じた科目を選択し学習

できること。

○ 学年の区分がなく、自分のペースで学習に取り組むことができること。

総合学科

制度や ○ 普通教育を主とする学科である「普通科」、専門教育を主とする学科である

特色等 「専門学科」に並ぶものとして、平成６年度から導入。

○ 幅広い選択科目の中から生徒が自分で科目を選択し学ぶことが可能であり、

生徒の個性を生かした主体的な学習を重視（総合学科は全て単位制）。

○ 将来の職業選択を視野に入れた自己の進路への自覚を深めさせる学習を重

視。

中高一貫

制度や ○ 平成１１年から選択的に導入することが可能。

特色等 ○ 従来の中学校・高等学校の制度に加えて、生徒や保護者は６年間の一貫した

教育課程や学習環境の下で学ぶ機会を選択可能。

○ 中等教育の一層の多様化を推進し、生徒一人一人の個性をより重視した教育

の実現を目指す。

○ 中等教育学校、併設型、連携型の３つの種類がある。

学校間連携

制度や ○ 平成５年度から制度化。

特色等 ○ 自校には設けられていない専門教科・科目や他校の学校設定教科・科目など

の履修が可能となり、生徒の選択の幅を拡大。

総合選択制

主な ○ 在籍している学校内において、生徒が在籍する学科やコース以外の学科等で

特色等 開設されている科目を選択できる幅広い科目選択を認める仕組み



２－２ 本県における高等学校教育改革の１０年２－２ 本県における高等学校教育改革の１０年

最近10年間の本県での取組の中で特筆すべきものは、『生徒一人ひとりの個性を重視する選択

幅の広い高校教育の推進』に向けた取組である。

具体的には、「特色ある学校づくりの推進」「入学者選抜の改善」「中学校の進路指導の充

実」を３つの柱とする高等学校教育改革である。

生徒一人ひとりの個性を重視する選択幅の広い高校教育の推進

特色ある学校づくりの 入学者選抜の改善 中学校の進路指導の
推進 充実

□ 教育活動の工夫改善 □ 選抜方法の多様化 □ 高校の特色等の周知

□ 新しいタイプの学校 □ 評価の多元化 □ 体験入学

中高一貫教育 等 □ 学校説明会

新通学区域の実施（平成１４年度）

従前：２６通学区域 ⇒ 変更後：７通学区域（現行通学区域）

高校に対する生徒・保護者の主な要望
○ 自分の興味・関心や進路希望に応じて、学びたい教科や科目が選択できるよう

にする。
○ 技術、技能の習得や職業資格につながる学習を行う。
○ 学校行事や部活動などの取組を活発にする。

■「生徒一人ひとりの夢の実現」（山口県教育ビジョン中期目標）

（平成16年度～平成24年度）
一人ひとりの個性を生かし、可能性を伸ばす教育を一層推進

■『県立高校将来構想』（平成17年３月策定）

より質の高い高校教育の展開
○ 選択幅の広い教育
○ 活力ある教育活動
○ 多様な人格とのふれあい



２－３ 本県における新しいタイプの学校の導入状況２－３ 本県における新しいタイプの学校の導入状況

【凡例】（ ）内は現在閉校となっている学校

年 単位制 総合学科 中高一貫 学校間連携 総合選択制 備考

1995年 岩国商業

⇒

(H7) <東分校;定時制>
山口<通信制>

新
1998年 宇部西
(H10) し

1999年 岩国 い
(H11)

タ
2000年 岩国総合 山口農業
(H12) イ

2001年 光丘 連携 安下庄 徳山商業 下松工業 プ
(H13) 町内3中学校 徳山工業 西市

の
2002年 熊毛南 萩商業
(H14) 新南陽 萩工業 学

宇部中央 →萩商工(18)
萩 校
(奈古須佐分校)

等
2003年 下関南 防府西 併設 高森 柳 井 防府商業
(H15) 長府 連携 美祢 柳井商業 の

町内3中学校 柳井工業
→柳井商工(18) 導

2004年 下関中等 中等 下関中等 萩高 入
(H16)

2005年 高森
(H17)

2006年 山口<定時制> 柳井商工

⇒

(H18) 徳山商工
萩商工 高

校
2007年 周防大島 連携 周防大島 周防大島 の
(H19) 青嶺 町内4中学校 青嶺 再

豊浦 編
整

2008年 備
(H20)

（

後
2009年 下関西 連携(久賀校舎) 述
(H21)

）

2010年
(H22)
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高等学校

○ 中学校と同じように昼間の時間帯に授業を行う学校であり、それぞれに特色ある学科や
コースを設置している。

○ 普通科、専門学科、総合学科を設置している。

【設置校】県立：５７校５分校／市立１校／私立２０校（平成２２年１１月現在）

※専門学科：農業、工業、商業、水産、家庭、看護、(情報)、福祉、理数、(体
育)、音楽＊、(美術)、外国語、(国際関係等)に関する学科をいう。

（括弧内は、県内の高校にはない学科／＊：私立高校におく学科）

○ 働きながら学ぶ人に学習の機会を確保するために設置されている。ゆとりをもって学び
たい生徒等も入学している。

○ 授業は、午後５時頃から９時半頃まである。昼間に授業をする学校もある。卒業するま
でに通常４年間かかるが、学校によっては３年間で卒業が可能となっている。

○ 普通科、専門学科を設置している。

【設置校】県立：１２校１分校／市立１校（平成２２年１１月現在）

○ 仕事やその他の事情で、毎日通学することができない人のために設置されている。
○ 自宅で勉強してレポートを作成し、その添削指導を受けることを中心にして学習を進め

ている。２週間に１回程度登校して面接指導（スクーリング）を受ける。
○ 単位制のためマイペースで勉強して、少しずつ卒業の条件を積み重ねることができる。
○ 通信制課程をおく学校は１校（山口高校）である。面接指導を行うための協力校は７校

ある。
○ 普通科、専門学科（衛生看護科）を設置している。

【設置校】県立：１校／私立６校（平成２２年１１月現在）

県内高校の在籍者数 （学校基本調査による）
定時制在籍者数（公立のみ）

全日制在籍者数（公立＋私立） 通信制在籍者数（公立＋私立(H15～)）

全日制課程

定時制課程

通信制課程
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３ 教育課程の編成・実施３ 教育課程の編成・実施

３－１ 現行の高等学校学習指導要領（平成１５年度から実施）の主なポイント３－１ 現行の高等学校学習指導要領（平成１５年度から実施）の主なポイント

＜改善の基本的視点（全校種）＞

完全学校週５日制の下で、各学校が「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開し、子ども

たちに学習指導要領に示す基礎的・基本的な内容を確実に身に付けさせることはもとより、

自ら学び自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむ。

１ 豊かな人間性や社会性、国際社会に生きる日本人としての自覚の育成

２ 多くの知識を教え込む教育を転換し、子どもたちが自ら学び自ら考える力の育成

３ ゆとりのある教育を展開し、基礎・基本の確実な定着と個性を生かす教育の充実

４ 各学校が創意工夫を生かした特色ある教育、特色ある学校づくり

＜高等学校における改善＞

（１）改善の趣旨

将来いずれの進路を選択する生徒にも一定の知識や技能等を身に付けさせつつ、学校・生

徒の選択の幅を広げ、生徒の興味・関心に応じ、それぞれの分野について深く高度に学びそ

れぞれの能力を十分伸長。

（２）内容構成等

○ 授業時数の縮減等

・ 週あたりの標準授業時数 ３２単位→現行３０単位

・ 卒業に必要な修得総単位数 ８０単位以上→７４単位以上

・ 必修教科・科目の最低合計単位数 ３８単位（普通科）→現行３１単位

共通必修科目：体育・保健のみ（他は選択必修）

・ 授業の一単位時間の弾力化

○ 教育内容の厳選

授業時数の縮減以上に教育内容を厳選。

○ 「総合的な学習の時間」の創設

各学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開。

○ 選択学習の幅の拡大

各学校で独自に学校設定教科・科目を設定できる等。

○ 国際化への対応

中学校及び高等学校で外国語を必修とし、話す聞く教育に重点。

○ 情報化への対応

高等学校で教科「情報」を新設し必修。

○ 体育・健康教育

生涯にわたって運動に親しみ基礎的体力を高めることを重視。心の健康、望ましい食習

慣の形成、生活習慣病の予防、薬物乱用防止などの課題に適切に対応。



３－２ 次期の高等学校学習指導要領（平成２５年度から実施）の改訂のポイント３－２ 次期の高等学校学習指導要領（平成２５年度から実施）の改訂のポイント

１ 今回の改訂の基本的な考え方

教育基本法改正等で明確に 知識・技能の習得と思考力 道徳教育や体育などの充実

なった教育の理念を踏まえ､ ・判断力・表現力等の育成 により、豊かな心や健やか

「生きる力」を育成 のバランスを重視 な体を育成

２ 卒業単位数、必履修科目、教育課程編成時の配慮事項等

○ 卒業までに修得させる単位数は、現行どおり７４単位以上

○ 共通性と多様性のバランスを重視し、学習の基盤となる国語、数学、外国語に共通必

履修科目を設定するとともに、理科の科目履修の柔軟性を向上

○ 週当たりの授業時数（全日制）は標準である３０単位時間を超えて授業を行うことが

できることを明確化

○ 義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けることを促進

３ 教育内容の主な改善事項

言語活動の充実

○ 国語をはじめ各教科等で批評、論述、討論などの学習を充実

理数教育の充実

○ 近年の新しい科学的知見に対応する観点から指導内容を刷新

○ 統計に関する内容を必修化

○ 知識・技能を活用する学習や探究する学習を重視

○ 指導内容と日常生活や社会との関連を重視

伝統や文化に関する教育の充実

○ 歴史教育、宗教に関する学習を充実

○ 古典、武道、伝統音楽、美術文化、衣食住の歴史や文化に関する学習を充実

道徳教育の充実

○ 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について、その全体計画を作成することを規定

○ 人間としての在り方生き方に関する学習を充実

体験活動の充実

○ ボランティア活動などの社会奉仕、就業体験の充実

○ 職業教育において、産業現場等における長期間の実習を取り入れることを明記

外国語教育の充実

○ 高等学校で指導する標準的な単語数を増加

○ 授業は英語で指導することを基本

職業に関する教科・科目の改善

○ 職業人としての規範意識や倫理観、技術の進展や環境、エネルギーへの配慮、地域産業

を担う人材の育成等、各種産業で求められる知識と技術、資質を育成する観点から科目の

構成や内容を改善

重要事項

○ 体育、食育、安全教育を充実 ○ 環境、消費者に関する学習を充実

○ 情報の活用、情報モラルなどの情報教育を充実

○ 部活動の意義や留意点を規定 ○ 障害に応じた指導を工夫（特別支援教育）

○ 「はどめ規定」（詳細な事項は扱わないなどの規定）を原則削除
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４ 高等学校の再編整備４ 高等学校の再編整備

４－１ 県立高等学校の現状４－１ 県立高等学校の現状

社会の変化と生徒のニーズの多様化

○ 国際化、情報化など社会情勢が変化

○ 県内中学校卒業者の約97％が高等学校等に進学 生徒・保護者から県立

○ 生徒の興味・関心や進路希望、価値観が多様化 高校に幅広い期待

中学校卒業（見込み）者数の減少

○ 県内中学校卒業者数の減少傾向が継続中

○ 県立高等学校（昭和63年度～平成17年）＊

全日制：66校４分校 高校の小規模化が進行

定時制：全日制併置12校、分校１校 活力の低下

通信制：全日制・定時制併置１校 ⇒ 生徒の切磋琢磨の

＊ 平成18年度以降、県立高校の再編整備が進行中 場が減少

本県の中学校卒業（見込み）者数の推移（学校基本調査等による）

直近のピーク
昭和63年３月卒業

26,528人

平成22年３月卒業
13,784人

≪第１学年の１校あたりの募集学級数の平均≫
昭和63年度：6.16学級 ⇒ 平成16年度：3.83学級

（全国：5.65学級）



４－２ 県立高校将来構想

本県の高等学校教育の一層の充実を図るため、今後の高等学校づくりの基本的な考え方や方向

性を示した『県立高校将来構想』を平成17年３月に公表。

基本的な考え方 主な内容 めざす方向

生きる力を育む教育の推進
○教育活動の充実

社 会 の 変 化 へ の 対 応 ○特色ある学校づくりと より質の高いより質の高い
学校・学科の再編整備

生徒の多様化への対応 ○信頼される学校づくり 高校教育の展開高校教育の展開

生 徒 減 少 へ の 対 応
○教育条件の整備

４－３ 学校・学科の再編整備

学校の小規模化が進んだ現状にあって、生徒の多様なニーズに対応した特色ある学校づくりを

進め、より質の高い教育を実現するには、望ましい学校規模の確保をめざした再編整備が必要。

再再 特色ある学校づくりの推進 教育の質の向上教育の質の向上
編編
整整
備備 学 校 規 模 の 確 保

望ましい学校規模＝１学年４～８学級望ましい学校規模＝１学年４～８学級

開設科目数、配置教員数、部活数などから検討

・選択幅の広い教育

・活力ある教育活動

・多様な人格とのふれあい



４－４ 県立高校再編整備計画

○ 平成17年９月に『県立高校再編整備計画』(基本計画)及び『県立高校再編整備計画(平成18年

度～平成21年度計画）』（実行計画）を策定・公表。

○ 実行計画は、４年単位で作成し、２年毎に見直し。

○ 中学生への早期情報提供のため、各年度の実施分を、原則として入学定員発表前に公表。

※数字は年度

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

公表 H18～H21年度の計画

公表 H20～H23年度の計画

公表 H22～H25年度の計画

公表 H24～H26年度の計画

４－５ これまでの再編整備

:再編統合 :分校化 :募集停止

柳井商業

柳井工業

徳山商業

徳山工業

萩商業

萩工業

安下庄

久賀

大嶺

美祢工業

坂上
岩国
坂上分校

広瀬
岩国
広瀬分校

鹿野
徳山
鹿野分校

徳佐
山口
徳佐分校

田布施農業
大島分校

熊毛南
上関分校

徳佐
高俣分校

奈古
須佐分校

大津

日置農業

水産

田布施
農工

田布施農業

田布施工業

平成23年

柳井商工

徳山商工

萩商工

大津緑洋

周防大島

青嶺

平成17年 平成20年 平成21年 平成22年平成18年 平成19年

募集
停止

　

県
立
高
校
将
来
構
想
・
県
立
高
校
再
編
整
備
計
画
を
策
定










